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一般社団法人日本医学教育評価機構 

評価事業基本規則実施細則 
 

 

第 １ 章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 この細則は、一般社団法人日本医学教育評価機構 評価事業基本規則における医

学部・医科大学等の認定に関し必要な事項を定める。 

 

（評価の種類） 

第２条 一般社団法人日本医学教育評価機構（以下、「機構」という。）において総合評価部

会及びその下部組織が行う評価の種類は次のとおりとする。 

（１）本審査 

（２）追加審査 

（３）「不認定」の結果を受けた医学部・医科大学等の対応 

２ 本審査は、機構により「認定」の結果を受けた医学部・医科大学等又は機構により認定

されていない医学部・医科大学等を対象として行う。 

３ 追加審査は、機構により「期限付認定」の結果を受けた医学部・医科大学等を対象とし

て行う。 

 

（評価結果） 

第３条 評価結果は、判定、医学部・医科大学等の教育活動等における特色及び改善を要す

る点とし、外部評価における報告書へ明記する。 

２ 判定は「適合」、「部分的適合」、「不適合」、「評価を実施せず」とする。 

３ 外部評価における報告書へ明記すべき事項の詳細は評価委員会において別に定める。 

 

（本審査による認定） 

第４条 本審査において、医学部・医科大学等が評価基準に基づき概ね教育活動等を適切に

行っていると判断した場合、認定結果は「認定」とする。 

２ 前項における「認定」の結果を受けた医学部・医科大学等の認定期間は 7 年間とする。 

３ 第 1 項における「認定」の認定期間の始期は、認定の審査を行った理事会開催日の翌

月の 1 日からとする。 

 

（期限付認定） 

第５条 本審査において、医学部・医科大学等が評価基準に基づき概ね教育活動等を適切に
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行っているものの、改善すべき点が多いと判断した場合、認定結果は「期限付認定」とす

る。 

２ 「期限付認定」の結果を受けた医学部・医科大学等の認定期間は 3 年間とする。 

３ 「期限付認定」の認定期間の始期は、認定の審査を行った理事会開催日の翌月の 1 日

からとする。 

４ 「期限付認定」の結果を受けた医学部・医科大学等に対する追加審査は、 3 年以内に

実施する。 

 

（追加審査による認定） 

第６条 追加審査において改善が評価基準に基づき適切に行われたと判断した場合、認定

結果は「認定」とする。 

２ 前項における「認定」の結果を受けた医学部・医科大学等の認定期間は、「期限付認定」

の期間が終了する翌日から 4 年間とする。 

 

（不認定） 

第７条 追加審査において改善が評価基準に基づき適切に行われていないと判断した場合、

又は自己点検・自己評価に関する報告書とその他の書類の提出がない場合は、「期限付認

定」の期間が終了する翌日から「不認定」とする。 

 

（判断基準） 

第８条 「認定」、「期限付認定」、「不認定」の判断基準は、別に定める。 

 

（審査保留） 

第９条 評価の過程において「審査保留」と判断した場合、当該医学部・医科大学等は自己

点検・自己評価に関する報告書とその他の書類を再度提出し、当該医学部・医科大学等に

おける質疑応答や視察の日程を変更するものとする。 

２ 「審査保留」における必要事項は、別に定める。 

 

（審議停止） 

第１０条 評価の過程において「審議停止」と判断した場合、当該医学部・医科大学等の関

係者に対するヒヤリングを行い、自己点検・自己評価に関する報告書に記載されていない

不適切な教育活動等に関して事実確認を行うものとする。 

２ 前項のヒヤリングにより不適切な教育活動等を行っていないことが確認された場合、

審議を再開するものとする。 

３ 第 1 項のヒヤリングにより不適切な教育活動等を実施していることが発覚した場合、

評価基準に照らし合わせて、当該医学部・医科大学等がその教育活動等を改善したあとに
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審議を再開するものとする。 

４ 「審議停止」における必要事項は別に定める。 

 

 

第 ２ 章 本審査 

 

（申請） 

第１１条 本審査の受審を希望する医学部・医科大学等は、指定の期日までに、評価申請書

を理事長あてに提出しなければならない。 

２ 評価申請書を提出した医学部・医科大学等は、指定の期日までに、自己点検・自己評価

に関する報告書とその他の書類を、機構あてに提出しなければならない。 

 

（書面調査） 

第１２条 自己点検・自己評価に関する報告書とその他の書類の精査（以下、「書面調査」

という。）は評価チームが行う。 

２ 書面調査により医学部・医科大学等の教育活動等に不明瞭な点がある場合、評価チーム

は医学部・医科大学等へ質問事項の送付と評価に必要な追加資料の請求を行うことがで

きる。 

３ 医学部・医科大学等は、前項の質問事項に対して回答を提出し、追加資料を提示しなけ

ればならない。 

 

（実地調査） 

第１３条 前条における書面調査の実施後に、医学部・医科大学等における質疑応答や視察

（以下、「実地調査」という。）を評価チームが行う。実地調査においては、自己点検・自

己評価に関する報告書とその他の書類、質問事項に対する回答と追加資料の内容を踏ま

えて教育活動等の実施状況を確認する。 

 

（実地調査後の手続き） 

第１４条 実地調査後の手続きは次の手順で行うものとする。 

（１）書面調査及び実地調査を踏まえて、外部評価における報告書の原案を評価チームが作

成する。 

（２）評価チームが作成した外部評価における報告書の原案を、評価委員会が精査し、外部

評価における報告書の案として医学部・医科大学等へ送付する。 

（３）医学部・医科大学等が外部評価における報告書の案の記載内容を確認し、意見・異議

の有無を提出する。 

（４）外部評価における報告書の案に対する医学部・医科大学等からの意見・異議がある場
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合は、異議審査委員会が内容を審議し、審査結果を総合評価部会へ報告する。 

（５）医学部・医科大学等から提出された外部評価における報告書の案に対する意見・異議

の有無及び異議審査委員会からの報告を踏まえ、総合評価部会が外部評価における報

告書の加筆修正と認定結果を検討し、理事会へ上申する。 

（６）理事会が総合評価部会からの上申を踏まえ、外部評価における報告書の最終版と認定

結果を審議し、医学部・医科大学等へ送付する。 

（７）医学部・医科大学等が、外部評価における報告書の最終版と認定結果を確認し、意見・

異議の有無を提出する。 

（８）外部評価における報告書の最終版と認定結果に対する医学部・医科大学等からの意

見・異議がある場合は、その内容に応じて、異議審査委員会、総合評価部会、又は理事

会及びその下部組織が対応を審議する。 

（９）医学部・医科大学等から提出された外部評価における報告書の最終版と認定結果に対

する意見・異議の有無及び前号の対応を踏まえ、理事会にて評価結果と認定結果を確定

する。 

２ 前項第 3 号及び第 7 号の意見・異議の有無は、外部評価における報告書又は認定結果

を受領してから 1 か月以内に提出しなければならない。意見・異議がある場合、医学部・

医科大学等はその内容及び根拠理由を明記しなければならない。 

３ 実地調査後の手続きについては、本条のほか別表 1 に定めるとおりとする。 

 

 

第 ３ 章 追加審査 

 

（申 請） 

第１５条 追加審査の受審を希望する医学部・医科大学等は、指定の期日までに、追加審査

評価申請書を理事長あてに提出しなければならない。 

２ 追加審査の受審を希望する医学部・医科大学等は、指定の期日までに、自己点検・自己

評価に関する報告書とその他の書類を、機構あてに提出しなければならない。 

 

（書面調査） 

第１６条 自己点検・自己評価に関する報告書とその他の書類の精査（以下、「書面調査」

という。）は評価チームが行う。 

２ 書面調査により医学部・医科大学等の教育活動等に不明瞭な点がある場合、評価チーム

は医学部・医科大学等へ質問事項の送付と評価に必要な追加資料の請求を行うことがで

きる。 

３ 医学部・医科大学等は、前項の質問事項に対して回答を提出し、追加資料を提示しなけ

ればならない。 
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（実地検証） 

第１７条 前条における書面調査の実施後に、医学部・医科大学等における質疑応答や視察

（以下、「実地検証」という。）を評価チームが行う。実地検証においては、自己点検・自

己評価に関する報告書とその他の書類、質問事項に対する回答と追加資料の内容を踏ま

えて教育活動等の実施状況を確認する。 

 

（実地検証後の手続き） 

第１８条 実地検証後の手続きは次の手順で行うものとする。 

（１）書面調査及び実地検証を踏まえて、外部評価における報告書の原案を評価チームが作

成する。 

（２）評価チームが作成した外部評価における報告書の原案は、評価委員会が精査し、外部

評価における報告書の案として医学部・医科大学等へ送付する。 

（３）医学部・医科大学等は、外部評価における報告書の案の記載内容を確認し、意見・異

議の有無を提出する。 

（４）外部評価における報告書の案に対する医学部・医科大学等からの意見・異議がある場

合は、異議審査委員会が内容を審議し、審査結果を総合評価部会へ報告する。 

（５）医学部・医科大学等から提出された外部評価における報告書の案に対する意見・異議

の有無及び異議審査委員会からの報告を踏まえ、総合評価部会が外部評価における報

告書の加筆修正と認定結果を検討し、理事会へ上申する。 

（６）理事会が総合評価部会からの上申を踏まえ、外部評価における報告書の最終版と認定

結果を審議し、医学部・医科大学等へ送付する。 

（７）医学部・医科大学等が、外部評価における報告書の最終版及び認定結果を確認し、意

見・異議の有無を提出する。 

（８）外部評価における報告書の最終版と認定結果に対する医学部・医科大学等からの意

見・異議がある場合は、その内容に応じて、異議審査委員会、総合評価部会、又は理事

会及びその下部組織が対応を審議する。 

（９）医学部・医科大学等から提出された外部評価における報告書の最終版と認定結果に対

する意見・異議の有無及び前号の対応を踏まえ、理事会にて評価結果と認定結果を確定

する。 

２ 前項第 3 号及び第 7 号の意見・異議の有無は、外部評価における報告書又は認定結果

を受領してから 1 か月以内に提出しなければならない。意見・異議がある場合、医学部・

医科大学等はその内容及び根拠理由を明記しなければならない。 

３ 実地検証後の手続きについては、本条のほか別表 2 に定めるとおりとする。 
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第 ４ 章 「不認定」の結果を受けた医学部・医科大学等の対応 

 

（本審査の申請） 

第１９条 「不認定」の結果を受けた医学部・医科大学等は、評価基準に基づき適切な改善

を行った後、本審査の受審を申請することができる。但し、改善に要する期間として、「不

認定」の決定を行った理事会開催日の翌月の 1 日から 2 年以上の期間を設ける。 

２ 「不認定」の結果を受けた医学部・医科大学等が、機構の本審査の受審を希望する場合

は、外部評価における報告書を踏まえて改善に向けた実施計画を機構へ提出しなければ

ならない。 

３ 機構は、機構における評価事業の計画、第 1 項の改善に要する期間及び前項の改善に

向けた実施計画を踏まえ、本審査の申請の時期を審議し、医学部・医科大学等へ通知する。 

４ 前項における本審査の申請の時期が通知された医学部・医科大学等は、第 11 条に規定

されたとおり、医学部・医科大学等は指定の期日までに、評価申請書を理事長あてに提出

しなければならない。 

５ 「不認定」の結果を受けた医学部・医科大学等の評価の手続きに関して必要な事項は、

別に定める。 

 

 

附 則 

１．この細則は、令和 7 年 6 月 27 日から施行する。 

２．評価事業基本規則実施細則（平成 30 年 3 月 26 日施行）は、廃止する。 

 



別表 1 （第 14 条関係） ※名称等は、実務における表記に準じて明記している。 
 

受審大学 JACME 

  
 

 

確認、公開 

理事会 
異議あり→異議申請書に対する回答書（案） 審議・承認 

評価報告書（確定版 案） 及び 認定結果（案） 審議・承認 
異議なし→報告 

主査等 
ヒアリング（事実確認等） 

評価委員会 
評価報告書（案） 審議・作成 

評価報告書（案） 送付 

異議審査委員会 
異議申請書 審議 

異議審査報告書 作成 

総合評価部会 
異議あり→異議申請書に対する回答書（案） 作成 
共   通→評価報告書（最終版 案）及び 

認定結果（案） 審議・作成 

理事会 
異議あり→異議申請書に対する回答書（案） 審議・承認 
共  通→評価報告書（最終版 案） 及び認定結果（案） 審議・承認 

異議申請書に対する回答書、 
評価報告書（最終版） 及び 認定結果通知書 送付 

総合評価部会 
異議申請書に対する回答書（案） 作成 

評価報告書（確定版 案）及び認定認果（案） 審議・作成 

確認 

異議審査委員会 
異議申請書 審議 

異議審査報告書 作成 

評価チーム 
評価報告書（担当領域別 案）作成 

評価チーム主査 
評価報告書（原案）作成 

異議申請書に対する回答書、 
評価報告書（確定版）、認定証 送付 

異議 

確認 

受領後 

1ヶ月以内 

なし 

あり 

異議 

受領後 

1ヶ月以内 

あり 

なし 



別表 2 （第 18 条関係） ※名称等は、実務における表記に準じて明記している。 
 

受審大学 JACME 

  

  

 

評価委員会 
追加審査評価報告書（案） 審議・作成 

評価チーム 
追加審査評価報告書（原案） 作成 

改善報告書 提出 

追加審査評価報告書（案） 送付 

確認 

理事会 
異議あり→異議申請書に対する回答書（案） 審議・承認 

共  通→追加審査評価報告書（最終版 案）及び認定結果（案） 審議・承認 

異議申請書に対する回答書、 
追加審査評価報告書（最終版）、認定結果通知書 送付 

理事会 
異議あり→異議申請書に対する回答書（案） 審議・承認 

追加審査評価報告書（確定版 案） 及び 認定結果（案） 審議・承認 
異議なし→報告 

総合評価部会 
異議申請書に対する回答書（案） 作成、追加審査評価報告書（確定版 案）及び認定結果（案）審議・作成 

異議審査委員会 
異議申請書 審議、異議審査報告書 作成 

主査等 
ヒアリング（事実確認等） 

総合評価部会 
異議あり→異議申請書に対する回答書（案） 作成 
共  通→追加審査評価報告書（最終版 案）及び 

認定結果（案） 審議・作成 

異議審査委員会 
異議申請書 審議 

異議審査報告書 作成 

確認 

不認定 
異議申請書に対する回答書、追加審査評価報告書（確定版）、 

認定証 送付 

あり 

なし 

書面調査、実地検証 

あり 

異議 

受領後 

1ヶ月以内 

なし 

次々年度以降再申請 

認定 

あり 異議 

確認、公開 

なし 

受領後 

1ヶ月以内 
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